
 

都市計画道路見直しについて 

●都市計画道路見直しの必要性 

 

本市の都市計画道路の整備状況や社会情勢の変化、制度改正等を踏まえるとともに、

新たな将来都市像を実現するためのまちづくりを効率的かつ戦略的に進めるためには、

未整備となっている都市計画道路についても、その役割・機能等を再検証する必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路の現状 

・改良率 56.8％ 

・全線改良済 48 路線 

・全線未改良 37 路線 

社会情勢の変化 

・市町村合併 

・少子・高齢化、人口減少社会の到来 

・市街地拡大の鈍化 

・公共事業投資の変化 

・環境意識の高まり 

・防災意識の高まり 

都市計画道路を取り巻く制度の改正 

・都市計画法の改正と地方分権 

・道路構造令の改正 

都市計画道路の整備に係る課題 

・効果的な道路ネットワークが形成さ

れていない 

・代替機能を有する道路整備による優

先度の低下 

・合意形成のための説明責任の確保 

都市計画道路 148 路線 延長 319,850ｍ 

新たな総合計画、都市計画マスタープラン等の 

上位・関連計画を踏まえたまちづくり 

未着手・未整備の都市計画道路の必要性をあらためて検証し、新たな道路

ネットワークを構築する必要がある 

【見直しに向けた基本的考え方】 

○都市機能を持つ地域の連携による相乗効果で、市全体がひとつの都市として発展す

るコンパクトなまちづくりを目指します。 

○高齢化の進行や環境問題なども考慮して、市の中心部と各地域とを結ぶバスや鉄道

などの公共交通網を確立するために、必要な都市計画道路は整備し、利便性の向上

を図ります。 

○現状のままでは都市計画道路の整備は非常に長期間に及び、都市計画法 53 条規制

などの負担もあることから、必要性の低い道路は計画変更、廃止等を検討します。 


